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障
害
者
差
別
解
消
法
で
は
、
行
政
機

関
や
民
間
事
業
者
に
、
障
が
い
を
理
由

と
す
る
「
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
の
禁

止
」
と
「
合
理
的
配
慮
の
提
供
」
が
規

定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
法
改
正
に

伴
い
、
こ
れ
ま
で
民
間
事
業
者
は
努
力

義
務
で
あ
っ
た「
合
理
的
配
慮
の
提
供
」

が
義
務
に
な
り
ま
す
。

★
合
理
的
配
慮
の
提
供
と
は
？

　
障
が
い
の
あ
る
人
か
ら
、
社
会
の
中

に
あ
る
バ
リ
ア
（
障
壁
）
を
取
り
除
く

た
め
に
、
何
ら
か
の
対
応
を
求
め
ら
れ

た
時
に
、
負
担
が
重
す
ぎ
な
い
範
囲
で

必
要
な
配
慮
を
行
う
こ
と
を
い
い
ま
す
。

負
担
が
重
す
ぎ
る
場
合
は
、
そ
の
理
由

を
説
明
し
、
他
の
や
り
方
を
提
案
し
た

り
、
話
し
合
い
を
し
て
共
に
対
応
策
を

検
討
し
た
り
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

問 

福
祉
課
☎
61
・
１
６
５
０

　
学
童
ク
ラ
ブ
は
１
年
ご
と
の
申
請
で
、

現
在
利
用
中
の
人
も
改
め
て
申
請
が
必

要
で
す
。

　
障
が
い
児
で
利
用
を
考
え
て
い
る
場

合
は
、入
所
の
優
先
度
、職
員
配
置
な

ど
の
判
断
材
料
に
な
る
た
め
、申
請
時

に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

■
募
集
学
童
ク
ラ
ブ　
市
Ｈ
Ｐ
に
掲
載

※
民
間
の
学
童
ク
ラ
ブ
も
紹
介
し
て
い

ま
す
。

■
受
付
期
間　
12
月
１
日
㈮
〜
令
和
６

年
１
月
17
日
㈬
（
土
日
祝
、
12
月
29
日

〜
１
月
３
日
を
除
く
）

■
対
象
者　
令
和
６
年
４
月
に一小
、
二

小
、
袋
小
に
通
う
１
〜
６
年
生
の
児
童

の
う
ち
、
保
護
者
が
仕
事
な
ど
に
よ
り

昼
間
家
庭
に
い
な
い
児
童
。（
申
し
込

み
が
多
い
場
合
、
低
学
年
を
優
先
）

■
申
込
方
法　
申
込
書
と
家
庭
で
児
童

を
保
育
が
で
き
な
い
こ
と
を
証
明
す
る

書
類（
就
労
証
明
書
な
ど
）を
提
出
。

★
学
童
ク
ラ
ブ
支
援
員
募
集
！

　
市
公
設
学
童
ク
ラ
ブ
で
は
、
支
援
員

を
随
時
募
集
し
て
い
ま
す
。
学
童
ク
ラ

ブ
で
の
支
援
員
の
仕
事
に
興
味
が
あ
る

人
は
、
各
公
設
学
童
ク
ラ
ブ
に
直
接
問

い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

問 

福
祉
課
☎
61
・
１
６
６
０

令和 6年４月入園児募集
■申込書の配布場所　（事前に入手してください）
　福祉課（市役所２階 1 番窓口）
　※申込書などは、市ホームページからもダウンロードできます。
■受付期間　
　令和 6年１月４日㈭〜 31日㈬（土日・祝日を除く）

※市内の保育所・認定こども園の一覧や詳しい内容は市 HP で確認してください。

保育所 認定こども園・ 問 福祉課☎ 61-1660

※ 3 就労、妊娠・出産、疾病・障がい、介護、災
　　害復旧、求職活動、就学・職業訓練などの理
　　由で家庭で保育できない場合のことです。

認定区分 対象 保育の必要性

１号
満３歳以上

なし 認定こども園（教育利用※１）
など。２号以外の人。

２号
あり

保育所、認定こども園（保育
利用※２）など。
保育を必要とする事由（※ 3）
に該当する人。３号 ０〜２歳

※１ 教育標準時間 4 時間。ただし、急な用事（保
　　護者の残業、急病など）があるときは一時預
　　かり保育を利用することができます。

入所（園）できる保育所・認定こども園は、認定区分で異なりますので参考にしてください

※２保育標準時間 11 時間（保育短時間 8 時間）

▲
詳
し
く
は
市
Ｈ
Ｐ
を
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
６
年
度
に
学
童
ク
ラ
ブ
を

利
用
す
る
児
童
を
募
集
し
ま
す

民
間
事
業
者
も
合
理
的
配
慮
の

提
供
が
義
務
に
な
り
ま
す

▲
詳
し
く
は
、
障
害
者
の
差

別
解
消
に
向
け
た
理
解
促
進

ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
を
確
認
。

▲市 HP


